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香芝市地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正する規約 

 香芝市地域公共交通活性化協議会規約（平成２２年１０月２１日施行）の一

部を次のように改正する。 

 第１条の見出しを「（目的及び設置）」に改め、同条中「地域公共交通総合連

携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関する協議及び形成計画の実施

に係る連絡調整を行うために設置する」を「地域公共交通網形成計画（以下「網

形成計画」という。）の作成及び実施に関し必要な協議を行うため並びに道路

運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域ごとの需要に応じ、

住民の生活に必要な旅客運送を確保し、その他旅客の利便を増進し、地域の実

情に即した輸送サービスを実現するために設置する」に改め、同条後段を削る。 

 第３条を次のように改める。 

 （業務） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 (1) 網形成計画の策定及び変更の協議に関すること。 

 (2) 網形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

 (3) 網形成計画の達成状況の評価に関すること。 

 (4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等の協議

に関すること。 

 (5) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要なこと。 

 第４条第１項中「別表に掲げる委員」を「法第６条第２項各号並びに道路運

送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第９条の３第１項各号及び同条

第２項各号に掲げる者のうちから委員２５人以内」に改め、同条第４項及び第

５項を削る。 

 第９条第１項中「召集」を「招集」に、「議長」を「指名する者が議長」に

改め、同条第５項に次のただし書を加える。 

  ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じ

ると議長が認めるときは、協議会に諮って非公開とすることができる。 

 第１７条中「要綱」を「規約」に改め、同条を第２０条とする。 

 第１６条（見出しを含む。）中「要綱」を「規約」に改め、同条を第１９条

とする。 

 第１５条中「精算」を「清算」に改め、同条を第１８条とする。 

 第１４条の見出し中「報酬」の次に「及び費用弁償」を加え、同条に次のた

だし書を加える。 

  ただし、会長が別に定めるところにより、報酬の支給を必要と認める委員

にあっては、この限りでない。 

 第１４条に次の１項を加え、同条を第１７条とする。 

２ 協議会（幹事会及び分科会を含む。）の会議等に出席するために要する費

用の弁償は、会長が別に定めるところよる。 

 第１３条を第１６条とし、第１２条を第１５条とし、第１１条を第１４条と

し、同条の前に次の２条を加える。 

 （幹事会） 
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第１２条 協議会に提案する事項について、協議又は調整するため、必要に応

じ協議会に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 （分科会） 

第１３条 第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討を行うた

め、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

 （書面審議） 

第１０条 会長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催することが

できないと認めるときは、書面審議により、議事を決することができる。 

２ 前条第４項の規定は、前項の場合について準用する。 

   附 則 

 この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 香芝市地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正する規約 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

(目的及び設置) (設置) 

第１条 香芝市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律

第59号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域

公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の作成及び実

施に関し必要な協議を行うため並びに道路運送法（昭和26年法律

第183号）の規定に基づき、地域ごとの需要に応じ、住民の生活に

必要な旅客運送を確保し、その他旅客の利便を増進し、地域の実

情に即した輸送サービスを実現するために設置する。 

第１条 香芝市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律

第59号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域

公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関す

る協議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うために設置する

                             

                             

                       。なお、この

協議会は道路運送法（昭和26年法律第183号）に規定する地域公共

交通会議の性格を有するものとする。 

(業務) (協議事項等) 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 (１) 網形成計画の策定及び変更の協議に関すること。 

 (２) 網形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

 (３) 網形成計画の達成状況の評価に関すること。 

 (４) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、

料金等の協議に関すること。 

 (５) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価

に関すること。 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施

する。 

 (１) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること 

 (２) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること 

 (３) 連携計画に位置付けられた事業の実施に関すること 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するた

めに必要なこと 

 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するため

に必要なこと。 

 

(組織) (組織) 
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改 正 案 現   行 

第４条 協議会は、法第６条第２項各号並びに道路運送法施行規則

（昭和26年運輸省令第75号）第９条の３第１項各号及び同条第２

項各号に掲げる者のうちから委員25人以内をもって組織する。 

第４条 協議会は、別表に掲げる委員             

                             

                   をもって組織する。 

２ 協議会に、次の役員を置く。 ２ 協議会に、次の役員を置く。 

 (１) 会長 １人  (１) 会長 １人 

 (２) 副会長 １人  (２) 副会長 １人 

 (３) 監事 ２人  (３) 監事 ２人 

３ 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。 ３ 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。 

 ４ 協議会に提案する事項について、必要に応じて作業部会を置く

ことができる。 

 ５ 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

(会議の運営等) (会議の運営等) 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、

会長が指名する者が、議長となる。 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集し、

会長が      、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 ２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させ

ることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を

報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出

席とみなす。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させ

ることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を

報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出

席とみなす。 

４ 協議会の決議の方法は、出席議員の過半数をもって決定するこ

ととし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 協議会の決議の方法は、出席議員の過半数をもって決定するこ

ととし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することに ５ 会議は原則として公開とする。 
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改 正 案 現   行 

 より公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると議長が認めるとき

は、協議会に諮って非公開とすることができる。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、

資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めるこ

とができる。 

 

 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、

資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めるこ

とができる。 

(書面審議)  

第10条 会長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催す

ることができないと認めるときは、書面審議により、議事を決す

ることができる。 

 

２ 前条第４項の規定は、前項の場合について準用する。  

(協議結果の尊重義務) (協議結果の尊重義務) 

第11条 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重し

なければならない。 

第10条 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重し

なければならない。 

(幹事会)  

第12条 協議会に提案する事項について、協議又は調整するため、

必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。 

 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。  

(分科会)  

第13条 第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討

を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。  

(事務局) (事務局) 

第14条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 第11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 
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改 正 案 現   行 

２ 事務局は、香芝市市民環境部生活安全課に置く。 ２ 事務局は、香芝市市民環境部生活安全課に置く。 

３ 事務局には事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもっ

て充てる。 

３ 事務局には事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもっ

て充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 ４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

(経費) (経費) 

第15条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金、

その他の収入をもって充てる。 

第12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金、

その他の収入をもって充てる。 

(財務に関する事項) (財務に関する事項) 

第16条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事

項は、会長が別に定める。 

第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事

項は、会長が別に定める。 

(報酬及び費用弁償) (報酬      ) 

第17条 委員の報酬は、これを支給しない。ただし、会長が別に定

めるところにより、報酬の支給を必要と認める委員にあっては、

この限りでない。 

第14条 委員の報酬は、これを支給しない。 

２ 協議会（幹事会及び分科会を含む。）の会議等に出席するために

要する費用の弁償は、会長が別に定めるところよる。 

 

(協議会が解散した場合の措置) (協議会が解散した場合の措置) 

第18条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日を

もって打ち切り、会長であった者がこれを清算する。 

第15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日を

もって打ち切り、会長であった者がこれを精算する。 

(規約の変更) (要綱の変更) 

第19条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければな

らない。 

第16条 この要綱を変更する場合は、協議会の承認を得なければな

らない。 
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改 正 案 現   行 

(委任) (委任) 

第20条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な

細則は、会長が別に定める。 

第17条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な

細則は、会長が別に定める。 
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 香芝市地域公共交通活性化協議会規約 
 （目的及び設置） 
第１条 香芝市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以
下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画
（以下「網形成計画」という。）の作成及び実施に関し必要な協議を行うた
め並びに道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域
ごとの需要に応じ、住民の生活に必要な旅客運送を確保し、その他旅客の
利便を増進し、地域の実情に即した輸送サービスを実現するために設置す
る。 

 （事務所） 
第２条 協議会の事務所は、奈良県香芝市本町１３９７番地香芝市役所庁舎
内に置く。 

 （業務） 
第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 
 (1) 網形成計画の策定及び変更の協議に関すること。 
 (2) 網形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 
 (3) 網形成計画の達成状況の評価に関すること。 
 (4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等の協

議に関すること。 
 (5) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関するこ
と。 
 (6) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要なこ
と。 
 （組織） 
第４条 協議会は、法第６条第２項各号並びに道路運送法施行規則（昭和２
６年運輸省令第７５号）第９条の３第１項各号及び同条第２項各号に掲げ
る者のうちから委員２５人以内をもって組織する。 

２ 協議会に、次の役員を置く。 
 (1) 会長 １人 
 (2) 副会長 １人 
 (3) 監事 ２人 
３ 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。 
 （委員の任期） 
第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （会長） 
第６条 会長は、委員の互選とする。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
 （副会長） 
第７条 副会長は、委員の中から会長が指名する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会
長の職務を代理する。 

 （監事及び監査） 
第８条 監事は、委員の中から会長が指名する。 
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２ 監事は、協議会の会計監査を行う。 
３ 監事は、会計監査の結果を協議会の会議において報告しなければならな
い。 
 （会議の運営等） 
第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が指
名する者が、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることが
できることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することによ
り、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 協議会の決議の方法は、出席議員の過半数をもって決定することとし、
可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正
かつ円滑な議事運営に支障が生じると議長が認めるときは、協議会に諮っ
て非公開とすることができる。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を
提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

 （書面審議） 
第１０条 会長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催すること
ができないと認めるときは、書面審議により、議事を決することができる。 

２ 前条第４項の規定は、前項の場合について準用する。 
 （協議結果の尊重義務） 
第１１条 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重しなけれ
ばならない。 

 （幹事会） 
第１２条 協議会に提案する事項について、協議又は調整するため、必要に
応じ協議会に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
 （分科会） 
第１３条 第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討を行う
ため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
 （事務局) 
第１４条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 
２ 事務局は、香芝市市民環境部生活安全課に置く。 
３ 事務局には事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 
４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 （経費） 
第１５条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金、その他
の収入をもって充てる。 

 （財務に関する事項） 
第１６条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、
会長が別に定める。 

 （報酬及び費用弁償） 
第１７条 委員の報酬は、これを支給しない。ただし、会長が別に定めると
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ころにより、報酬の支給を必要と認める委員にあっては、この限りでない。 
２ 協議会（幹事会及び分科会を含む。）の会議等に出席するために要する費
用の弁償は、会長が別に定めるところよる。 

 （協議会が解散した場合の措置） 
第１８条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって
打ち切り、会長であった者がこれを清算する。 

 （規約の変更） 
第１９条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければならない。 
 （委任） 
第２０条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な細則は、
会長が別に定める。 

   附 則 
 この規約は、平成２２年１０月２１日から施行する。 
   附 則 
 この規約は、平成２４年６月４日から施行する。 
   附 則 
 この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第２-２号 

 

 香芝市地域公共交通活性化協議会事務局規程の一部を改正することについ

て 

 

香芝市地域公共交通活性化協議会事務局規程の一部を次のとおり改正する。 

 

 

 

 

平成３０年１１月２６日提出 
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 香芝市地域公共交通活性化協議会事務局規程の一部を改正する規程 

 香芝市地域公共交通活性化協議会事務局規程（平成２２年１０月２１日施

行）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１１条」を「第１４条」に改める。 

 第２条中「協議会」の次に「（幹事会及び分科会を含む。以下この条におい

て同じ。）」を加える。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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香芝市地域公共交通活性化協議会事務局規程の一部を改正する規程 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下

「規約」という。）第14条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活

性化協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下

「規約」という。）第11条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活

性化協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (１) 協議会（幹事会及び分科会を含む。以下この条において同

じ。）の会議に関する事項 

 (１) 協議会                       

   の会議に関する事項 

 (２) 協議会の資料作成に関する事項  (２) 協議会の資料作成に関する事項 

 (３) 協議会の庶務に関する事項  (３) 協議会の庶務に関する事項 

 (４) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項 

 (４) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項 
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 香芝市地域公共交通活性化協議会事務局規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１４条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。  

 (1) 協議会（幹事会及び分科会を含む。以下この条において同じ。）の会議

に関する事項  

 (2) 協議会の資料作成に関する事項  

 (3) 協議会の庶務に関する事項  

 (4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項  

 （職員等）  

第３条 事務局の事務局長及び事務局員は、次の者をもって充てる。  

 (1) 事務局長 香芝市市民環境部生活安全課長  

 (2) 事務局員 香芝市市民環境部生活安全課の職員  

 （専決事項）  

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例

又は重要と認められる事項については、この限りでない。  

 (1) 事務局の運営に関すること。  

 (2) 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。  

 (3) 物品及び現金の出納に関すること。  

 (4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。  

 （文書の取扱い）  

第５条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し

必要な事項は、香芝市において定められている文書の取扱いの例による。  

 （公印の取扱い）  

第６条 協議会の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、

用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。  

２ 協議会の公印の保管、取扱い等については、香芝市において定められてい

る公印の取扱いの例による。  

 （委任）  

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。  

   附 則 

 この規程は、平成２２年１０月２１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

 

 

名称 形状 書体 寸法 用途 個数 管理者 

香芝市地域公

共交通活性化

協議会会長之

印 

 てん書 方 24ミリ

メートル 

会長名

をもっ

て発す

る文書 

１ 事務局

長 香芝市地域

公共交通活

性化協議会

会長之印  
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議第２-３号 

 

 

 香芝市地域公共交通活性化協議会財務規程の一部を改正することについて 

 

 

 

香芝市地域公共交通活性化協議会財務規程の一部を次のとおり改正する。 

 

 

 

 

平成３０年１１月２６日提出 
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香芝市地域公共交通活性化協議会財務規程の一部を改正する規程 

 香芝市地域公共交通活性化協議会財務規程（平成２２年１０月２１日施行）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１３条の規程」を「第１６条の規定」に改める。 

 第３条第１項中「諮り承認を受ける」を「諮る」に改め、同条第２項中「前

項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第４項の規定を」

を「前条第４項の規定は、前項の場合について」に改める。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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香芝市地域公共交通活性化協議会財務規程の一部を改正する規程 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下

「規約」という。）第16条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活

性化協議会（以下「協議会」という。）の財務に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下

「規約」という。）第13条の規程に基づき、香芝市地域公共交通活

性化協議会（以下「協議会」という。）の財務に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 （予算の補正）  （予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定の予算に補正の必

要が生じたときは、これを調整し、速やかに協議会に諮る   

     ものとする。 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定の予算に補正の必

要が生じたときは、これを調整し、速やかに協議会に諮り承認を

受けるものとする。 

２ 前条第４項の規定は、前項の場合について         

        準用する。 

２ 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前

条第４項の規定を準用する。 
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 香芝市地域公共交通活性化協議会財務規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１６条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （予算） 

第２条 協議会の予算は、香芝市からの負担金、国からの補助金、繰越金及び

その他の収入をもって歳入とする。また、協議会の運営及び事業に係る経費

をもって歳出とする。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調整し、年

度開始前に協議会に諮るものとする。 

３ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

４ 会長は、第２項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当該予

算書の写しを速やかに香芝市長に送付しなければならない。 

 （予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定の予算に補正の必要が生じた

ときは、これを調整し、速やかに協議会に諮るものとする。 

２ 前条第４項の規定は、前項の場合について準用する。 

 （予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第

２に定める以外の項及び目を定めることができる。 

 （歳出予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、香芝市の例によるものとする。  

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、

直近の協議会に報告しなければならない。 

 （出納及び現金等の保管） 

第６条 協議会の出納は、会長が行う。 

２ 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければなら

ない。 

 （協議会出納員） 

第７条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることが

できる。 

２ 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつか

さどる。 

 （収入及び支出の手続き） 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、香芝市の例により行う

ものとする。 

２ 協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うもの

とする。 

 (1) 予算整理簿 

 (2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 
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 （決算等） 

第９条 会長は、毎会計年度終了後、遅延なく、協議会の決算を調整し、協議

会の承認を得るものとする。 

２ 会長は、前項の承認を得るにあたっては、協議会規約第６条の規定に定め

られた監事の監査を受け、その結果を添えなければならない。 

３ 会長は、第１項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写

しを速やかに香芝市長に送付しなければならない。 

 （委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２２年１０月２１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

 

 歳入予算の款、項、目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 

 

 

別表第２（第４条関係） 

 

 歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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議第２-４号 

 

 

  香芝市地域公共交通活性化協議会幹事会規程を制定することについて 

 

 

 

 香芝市地域公共交通活性化協議会幹事会規程を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

平成３０年１１月２６日提出 
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香芝市地域公共交通活性化協議会幹事会規程 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１２条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の幹事会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 （所掌事務）  

第２条 幹事会は、香芝市地域公共交通活性化協議会会長（以下「会長」とい

う。）の指示を受け、協議会に提案する事項について、協議又は調整を行う

ものとする。  

２ 幹事会は、前項に規定するもののほか、香芝市の地域公共交通に必要な事

項について、協議又は調整するものとする。 

 （組織） 

第３条 幹事会を構成する幹事（以下「幹事」という。）は協議会委員の中か

ら会長が指名する。 

 （幹事長）  

第４条 幹事会に幹事長を置く。  

２ 幹事長は、幹事の互選により定める。 

３ 幹事長は、幹事会を代表し、会を掌握する。  

 （会議）  

第５条 幹事会の会議は、幹事長が招集し、議長となる。 

２ 幹事会の会議は、幹事の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 （関係者の出席等）  

第６条 幹事会は、協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （協議等結果の取扱い）  

第７条 幹事会において協議又は調整を行った結果については、協議会へ報告

するものとする。 

 （庶務） 

第８条 幹事会の会議の庶務は、協議会事務局が行う。 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第２-５号 

 

 

  香芝市地域公共交通活性化協議会分科会規程を制定することについて 

 

 

 

 香芝市地域公共交通活性化協議会分科会規程を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

平成３０年１１月２６日提出 
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香芝市地域公共交通活性化協議会分科会規程 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１３条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の分科会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 （所掌事務）  

第２条 分科会は、規約第３条各号に掲げる事項について、専門的な協議又は

調整を行うものとする。  

 （組織） 

第３条 分科会の名称及び協議事項は、別表のとおりとする。 

２ 分科会を構成する委員（以下「委員」という。）は協議会の会長が指名す

る。 

 （分科会長）  

第４条 分科会に分科会長を置く。  

２ 分科会長は、委員の互選により定める。 

３ 分科会長は、分科会を代表し、会を掌握する。  

 （会議）  

第５条 分科会の会議は、分科会長が招集し、議長となる。 

２ 分科会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 分科会の会議は、必要に応じて関係する他の分科会と合同で開催すること

ができる。 

 （関係者の出席等）  

第６条 分科会は、協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （協議等結果の取扱い）  

第７条 分科会において協議又は調整を行った結果については、協議会へ報告

するものとする。 

 （庶務） 

第８条 分科会の会議の庶務は、協議会事務局が行う。 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

分科会名 協議事項 

生活交通確保・バリアフリー検討分科会 ・交通空白地の交通手段の確保 

・市民の均等な移動機会の確保 

・車両や駅周辺等のバリアフリー化の検討等 

公共交通利用促進・地域活性化検討分科会 ・車から公共交通への移動手段転換の促進 

・公共交通利用補助制度の検討 

・公共交通利用促進ＰＲ手法の検討 

・公共交通利用による地域住民の交流促進等 

輸送サービス向上・安全円滑化分科会 ・既存公共交通資源の有効活用 

・公共交通の利便性の向上 

・効果的な運行路線の再編検討等 

福祉輸送サービス検討分科会 ・外出支援による健康増進 

・障がい者、要介護者、高齢者向けの輸送サー

ビスとの連携 

・福祉関係のＮＰＯ等との連携 
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議第２-６号 

 

 

  香芝市地域公共交通活性化協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程 

を制定することについて 

 

 

 

 香芝市地域公共交通活性化協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程を

次のとおり制定する。 

 

 

 

 

平成３０年１１月２６日提出 
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香芝市地域公共交通活性化協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、香芝市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）第１７条の規定に基づき、香芝市地域公共交通活性化協議会（以下

「協議会」という。）の委員の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 （報酬） 

第２条 規約第１７条第１項ただし書に規定する報酬の支給を必要と認める

委員は、学識経験者である委員とする。 

２ 前項の委員に支給する報酬の額は、日額９，０００円とする。 

 （費用弁償） 

第３条 規約第１７条第２項に規定する費用の弁償は、前条第１項に定める委

員について行うものとする。 

２ 前項の規定による費用弁償の額は、香芝市の特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年香芝市条例第３７号）に規定

する旅費に相当する額とする。 

 （その他） 

第４条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（ご参考） 

 

区分 委員 

法第６条第２項第

１号の委員 

地方公共団体 香芝市 

法第６条第２項第

２号の委員 

公共交通事業者

等 

公益社団法人奈良県バス協会 

奈良交通株式会社 

一般社団法人奈良県タクシー協会 

株式会社協和交通 

奈良県交通運輸産業労働組合協議会 

近畿日本鉄道株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

道路管理者 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 

奈良県高田土木事務所 

香芝市都市創造部 

法第６条第２項第

３号の委員 

公安委員会 奈良県香芝警察署 

地域公共交通の

利用者 

香芝市議会議員 

香芝市自治連合会 

香芝市老人クラブ連合会 

香芝市民生・児童委員連合会 

学識経験者 大学教授等 

香芝市が必要と

認める者 

国土交通省近畿運輸局 奈良運輸支局 

奈良県県土マネジメント部地域交通課 

香芝市総務部 

香芝市福祉健康部 

 

 

-33- 


